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はじめに

中野区ユニバーサルデザイン推進審議会（以下「本審議会」と

いう。）は、令和４年１２月１日に中野区長からの委嘱とともに、

「中野区ユニバーサルデザイン推進条例（以下「ＵＤ条例」とい

う。）に示す目的である全員参加型社会及び地域の活性化を実現

するため、中野区ユニバーサルデザイン推進計画の改定にあた

って盛り込むべき事項等について」との諮問を受けました。

本審議会は、ＵＤ条例第８条に基づいて設置され、中野区ユニ

バーサルデザイン推進計画（以下「現ＵＤ計画」という。）の改

定にあたって、方向性やユニバーサルデザインの観点から必要

な事項について意見を述べるため、５回にわたって議論してき

ました。

現ＵＤ計画の進捗状況を確認、評価・点検し、社会変化におけ

る視点として、中野駅周辺等のまちづくりの進展、デジタル技術

の普及等による情報環境の向上、多様性に関する理解促進機会

の増加等を考察し、新たな計画に盛り込むべき事項をまとめま

した。

現ＵＤ計画の改定にあたって本答申が計画策定に反映され、

全員参加型社会及び地域の活性化の実現に寄与することを期待

します。

中野区ユニバーサルデザイン推進審議会

会長 徳 田 良 英
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基本的な考え方

〇ユニバーサルデザインの考え方

ＵＤ条例第２条において、ユニバーサルデザインを「年齢、性別、

個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が利用し

やすいようにあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計すること」

としており、建物だけでなく、教育、情報、サービス等あらゆる分野

に取り入れることができる考え方です。

ＵＤ条例第３条において、ユニバーサルデザインの推進にあたっ

て、次の３つを基本理念としています。

・支障なく円滑に利用できる都市基盤・施設の整備の推進（ハード）

・平等かつ円滑に利用できる商品・サービスの提供の推進（ソフト）

・一人一人の個性や多様性が理解され、かつ、尊重され、様々な人が

支え合うための理解の促進（ハート）

こうした考え方や基本理念を十分に踏まえ、計画を推進していく

ことが重要です。

〇ユニバーサルデザインとバリアフリー

バリアフリーとは、障害のある人が社会生活をしていく上で障壁

（バリア）となるものを除去することで、物理的な障壁のみならず、

社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処する考え方のことをい

います。

バリアフリーとユニバーサルデザインに優劣の関係はなく、どち

らも重要で、併せて進めていく必要があります。

〇障害の「医学モデル」から「社会モデル」へ

障害に対する考え方が、医学的に診断される損傷・機能制約を障害

の本質と捉え、個人的治療により問題解決を図るとして、障害によっ

て生じる問題の解決の基本的な責任は個人にあるとする「医学モデ

ル」から、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によ

って創り出されているもので、社会的障壁を取り除くのは社会の責

務であるという「社会モデル」に変化しています。

この考え方を浸透させ、ユニバーサルデザインの推進に取り組ん

でいく必要があります。
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改定する計画に盛り込むべき事項

１ 評価と点検から

本審議会では、現ＵＤ計画の進捗状況や自己評価等の報告を

受けました。質疑応答等によりその評価・点検を行った結果、計

画年次内の新型コロナウイルス感染症の発生による様々な影響

が出たと考えられましたが、結果として事業の進捗に大幅な遅

延や後退は認められませんでした。

評価・点検の視点から、現ＵＤ計画の改定に対する意見、提案

を合わせて審議会として議論しました。現ＵＤ計画の方向性及

びその進捗状況から鑑みると、大幅な計画変更ではなく、現ＵＤ

計画で示す「施策の体系」を維持して、計画を改定することで支

障がないとの結論に至りました。現ＵＤ計画の見直しを行う中

で、事業内容の工夫等が検討され、時代に合わせたものになるこ

とを期待します。

現ＵＤ計画の評価・点検の視点から、改定後の計画には、成果

指標の見直しも含め、ハード・ソフト・ハートごとに次のような

事項が盛り込まれる必要があると考えます。
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（１）ハードの視点から

本審議会では、利用しやすく安全で快適な道路等に関する意

見が多く出ました。

中野区ではバリアフリー基本構想に基づく、歩道や特定事業

の整備は、おおむね計画に沿って進められています。道路整備に

おける段差の解消等が、計画どおりに順次実現されることを望

みます。

それらと併せて、円滑に移動できる交通環境のために、わかり

やすい案内表示の充実にも取り組んでいますが、誰にとっても

理解しやすいという点から、中野区公共サインガイドラインに

もあるように、ピクトグラムやサインを効果的に、そしてできる

だけ積極的に設置し、中野を訪れた方がわかりやすく利用しや

すい環境整備を進めることが望ましいです。

また、公共性の高い場である区有施設では様々な方が利用し

やすいような施設整備が求められています。

例えば、学校は教育の場だけでなく、災害時には避難場所であ

り、体育館等は一般開放の場でもあります。施設を整備するにあ

たっては、バリアフリー、そしてユニバーサルデザインが十分に

配慮された施設になるよう、設計段階から当事者等の意見を取

り入れること、また、整備後にも利用者の声を受け止め、より使

いやすいよう、継続的な点検と改善及び改修のしくみを整備す

ることが必要です。

一方、民間の事業所においては、令和４年度に行った「中野区

男女共同参画・ユニバーサルデザインに関する意識調査」におけ

る回答結果から、ユニバーサルデザインがあまり導入されてい

ないという実態が見受けられました。
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令和６年４月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」により、事業所の合理的配慮の提供が義務化されます。

ユニバーサルデザインに配慮することが、事業所にとって過度

な負担にならず、事業利益の拡大に結びつく考え方であること

を理解してもらえるよう、わかりやすい情報発信等、効果的な周

知、広報について工夫が必要と考えます。
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（２）ソフトの視点から

中野区は、利用しやすくわかりやすいサービスづくり、そして、

情報を簡単に得られる環境づくりのため、電子申請やオープン

データの拡充等に取り組んでいます。

成果指標の「行政手続における電子申請の利用割合」は、既に

目標を達成していますが、現ＵＤ計画の改定にあたっては、ＩＣ

Ｔ1を活用したサービス等が普及・定着する過渡期であり、対応

が難しい人がまだまだいることを前提として、誰も取り残され

ないための取り組みを盛り込むべきです。

ＩＣＴを活用した手続きやサービスをわかりやすいものにす

ることが不可欠です。デジタル技術の急速な進展は、高齢者だけ

でなく若い世代でも追いつけなくなっていることを考慮して、

画面展開等を整備することが求められます。中野区公式ホーム

ページはリニューアルを予定しているとのことですが、パソコ

ンを前提としたページの構成から、スマートフォンでも見やす

いページ構成とする等、区民が使いやすいページにすることが

大切です。その観点から、利用者からの意見を随時取り入れて改

善していくしくみの実現が求められます。

スマートフォン、タブレットやパソコンの操作に不慣れな人

等、ＩＣＴを活用した手続きに対応しにくい人は一定数いると

考える必要があります。ユニバーサルデザインの７原則の公平

性の観点から、円滑に手続き等を進めることができない人に対

する支援策も併せて実現されることが求められます。

1「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略称。情報処理だけ
でなく、インターネットのような通信技術を活用したメール等を使った人間同士のコミュ
ニケーションや知識の共有を行うこと。
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災害時の迅速な情報提供は自治体が抱える重要な課題です。防

災行政無線戸別受信機の要配慮者施設への設置やハザードマッ

プの多言語化は継続して取り組むことが重要です。

災害時の情報が、迅速かつ正確に伝わることは、人命保護に不

可欠ですが、そのためのツールとして、やさしい日本語やピクト

グラムが注目されています。多様な人に向けた情報提供に役立

つものであり、有効に活用される環境が整備されることを望み

ます。

また、地域で気軽に楽しく学べる場づくりに取り組んでいま

すが、高齢化が進む中で一層、居場所づくりが望まれます。地域

の空きスペースの活用策等も視野に入れ、幅広く区民が参加で

きる方法が検討されることを望みます。

また、行政サービスだけでなく、地域におけるあらゆるサービ

スや商品づくりの満足度を高めるためには、区民や事業者が利

用者を知ることができる場や環境が必要です。
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（３）ハートの視点から

中野区は、ユニバーサルデザイン推進のため、職員研修を行っ

ており、成果指標「職員のユニバーサルデザイン研修延べ受講者

数」は順調に推移しています。

ユニバーサルデザインはすべての行政業務の根底にあるべき

考え方であるため、部署に関係なく職員が知識を身に着けてい

る必要があります。研修内容は、社会環境の変化、時代の要請等

を考慮して更新し、繰り返し知識の定着を図るとともに、職員が

日常業務に活用できるよう工夫されたい。

成果指標の「ユニバーサルデザインの理解促進事業の延べ参

加者数」は、2023 年度 572 人に対して 2021 年度は 229 人となっ

ていますが、感染症による事業中止等もあったため、徐々に回復

させるとともに、ユニバーサルデザインの考え方を広げる取り

組みとして、知る機会の創出の実現についてさらなる工夫を望

みます。

また、個性や多様性を大切にする意識づくりのため、人権擁護、

男女共同参画、多文化共生の推進、障害者差別解消等、多方面に

わたって取り組みを行っています。これらの事業を展開するに

あたっては、性別、国籍、年齢・世代、障害の有無等とまとめて

考えるのではなく、一人一人が違うことを理解して取り組んで

いく必要があります。

「障害の社会モデル」を浸透させることは、障害の有無にとど

まらず、国籍の違い、男女の社会的な差や性的指向や性自認等の

違いを理解することにもつながると考えます。

また、違いを理解する考え方は教育環境づくりにも大切です。

学校教育の現場での実現方法に考え方を入れ、地域で育んでい

く視点も持って、計画の改定を検討することが必要です。
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２ 社会の大きな変化の視点から

現ＵＤ計画を策定した令和元年から社会状況が変化していま

す。東京オリンピック・パラリンピック大会でユニバーサルデザ

インの意識が人々の心に残りました。時代の要請に合わせ、ユニ

バーサルデザインの推進を加速させていく必要があります。

評価・点検の視点だけでなく、大きな社会変化における視点も

加えるべきとして、本審議会で議論した盛り込むべき考え方と

して次の３点を示します。

（１）中野駅周辺等のまちづくりの進展を踏まえた環境整備

中野駅周辺において、民間事業者を主体とした各地区の特色

を活かしたまちづくりを誘導することとし、また中野駅では新

たに橋上駅舎及び南北通路の整備等が予定されています。

中野駅周辺は、行政・経済・交通の中心であり、多様な人々の

多くの往来があります。利用者の多さから、段差の解消だけでな

く点字ブロックや音響式信号機の適切な整備等を含め、すべて

の人が使いやすいよう配慮された施設が実現されることが望ま

れます。また、駅を中心とした地区相互の回遊動線では、ユニバ

ーサルデザインに配慮し、誰にとっても安全で快適な歩行者空

間の整備を進めることが重要です。併せて、利用者がわかりやす

い案内サインやピクトグラムの配置が求められます。また、自転

車通行量も多いため、自転車駐車場整備や走行について、安全や

利便性を考慮することが必要です。

中野駅周辺等のまちづくりは、大規模な都市の再生であるた

め、新たなしくみや機能が多数用いられるものと考えますが、そ

の導入にあたっては、利用者の満足度が向上されるよう、使いや

すさの検証を継続的に行うことが望まれます。
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（２）ＤＸ推進によるサービス向上

近年、ＩＣＴの普及による情報環境が大きく変化しています。

総務省が令和３年に公表した「令和３年通信利用動向調査」では、

個人のスマートフォンの保有率は７４．３％であり、継続的に増

加傾向で、インターネットサービスの利用が進み、コミュニケー

ションの取り方や働き方が大きく変化しています。

国及び東京都がＩＣＴを活用した行政のＤＸ2を進める中、中

野区でも地域情報化推進計画により、新庁舎整備と併せてＤＸ

を推進しています。

ＤＸによって、時間や場所にとらわれずに行政の手続きをで

きることは、移動の負担を軽減することになり、すべての人にと

って利便性が向上すると考えます。

しかし、ＩＣＴを活用した手続きでは対応できない人の利便

性は後退する可能性があるため、対応できない人へのサポート

が不可欠です。非デジタルの方法も検討し、迷ったときの支援を

円滑に行うことができるしくみを構築することが重要です。

行政のＤＸ推進とともに、職員が対面で得られていた知見は

減ることが考えられます。ユニバーサルデザインの視点から、区

民が使うシステムを職員が実際に使い、検証し、改善することを

業務に組み込み、適切な状態を維持するためのしくみを合わせ

て整備することが大切です。

2デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation）のこと。進化したＩＴ技
術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変化させる概念。
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（３）ハートの重要性を広める

多様性に対する社会の関心が高まってきています。中野区基

本構想では、１０年後に目指す４つのまちの姿の一つとして、

「人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち」を示し

ています。

一人一人の違いを知って理解しようとする「ハート」は、ユニ

バーサルデザインに関するすべての取り組みの根底にあり、重

要であると捉えています。誰かを助けようとするときに、一方向

的に手伝うだけではなく、相手を理解することにも重きを置い

た検討をしてほしいと考えます。

時代の変化に応じて、ユニバーサルデザインのあり方も変化

しています。計画を改定するにあたっては、最新のユニバーサル

デザイン知識を更新しながら、検討することが必要です。

行政、区民、事業者がＵＤ条例の趣旨に沿って、意見を交わし

合うことで、「ハート」の領域が醸成され、合理性、利便性、そ

して満足度の高い状況が生み出されると考えます。


